
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１１月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２３年５月２３日 ０４時００分ごろ～０５時５０分ごろの

間） 

発生場所 不明（北海道枝幸
えさし

町問牧漁
といまき

港沖～枝幸町目梨
めなし

泊
どまり

漁港南南東方約３,０００

ｍの海岸の間） 

事故調査の経過  平成２３年５月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 海斗
かいと

、２.３３トン 

 ＨＫ３－８０９３４（漁船登録番号）、個人所有 

 ７.６０ｍ（Lr）×１.８７ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、６０kＷ（漁船法馬力数）、昭和５３年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５８年３月１４日 

  免許証交付日 平成１９年１月３１日 

         （平成２５年１月８日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船底部に破口 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、平成２３年５月２３日０４時００分ご

ろ、タコかご漁のため、問牧漁港を出港した。 

 僚船Ａは、目梨泊漁港南南東方沖を漁場移動のために北進中、０５時

５０分ごろ目梨泊港北防波堤灯台から真方位１５１°２,８３０ｍ付近の岩

礁に無人で乗り揚げた状態の本船を発見した。 

 他の僚船から連絡を受けた漁業協同組合は、船長の捜索を開始するとと

もに、警察署及び海上保安部に通報した。 

 陸上から捜索中の漁業者が、０６時５５分ごろ本船が乗り揚げた位置か

ら約４５０ｍ南方の海岸に倒れている船長を発見し、船長は、救急車によ

り病院に搬送されたが、０７時４０分ごろ死亡が確認された。 

 船長の死因は溺水であり、死亡推定時刻は０５時００分ごろと検案され

た。 

 気象・海象 気象：天気 曇り及び雪、風向 北東、風力 ４ 

海象：波高 約１.５～２ｍ、水温 約５℃ 

 その他の事項  船長は、タコかご漁の経験が浅く、ふだんから本事故発生場所付近で操

業を行っていた。 
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  船長は、発見時、意識が無く、救命胴衣、カッパ、ズボン及び長靴を着

用していなかった。 

 船長は、ふだん体調不良を訴えていなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、溺水であった。 

 本船は、０４時００分ごろ問牧漁港を出港し、

０５時５０分ごろ目梨泊漁港南南東方の岩礁に無

人で乗り揚げているところを発見されたことか

ら、この間において、船長が落水したものと考え

られるが、落水した状況を明らかにすることはで

きなかった。 

 船長は、落水して溺水したものと考えられる

が、溺水に至った状況を明らかにすることはでき

なかった。 

原因  本事故は、本船が問牧漁港を出港後、船長が落水したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・救命胴衣を着用すること。 

 




